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有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
及
び
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
の
一
部

改
正

一

有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
八
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
五
十
二

条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一

号
及
び
第
五
項
第
一
号
並
び
に
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
第
二
十
六
条
の
三
の
二
第
四
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
に
規

定
す
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
（
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の
方
法

に
よ
る
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
に
行
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１

デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ

作
業
環
境
測
定
法
（
以
下
「
作
環
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る

作
業
環
境
測
定
士
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
関

す
る
講
習
を
修
了
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者

２

サ
ン
プ
リ
ン
グ
（
１
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
う
ち
、
１
の
者
が
サ
ン
プ
リ
ン
グ
ご
と
に
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も



の
に
限
る
。
）

１
の
者
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
関
す
る
講
習
を
修

了
し
た
者

３

分
析

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
測
定
し
よ
う
と
す
る
有
機
溶
剤
、
鉛
、
特
定
化
学
物
質
又
は
粉
じ
ん
に

応
じ
た
試
料
採
取
及
び
分
析
に
必
要
な
機
器
及
び
設
備
を
保
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

作
環
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
（

に
お
い
て
「
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
」
と

（一）

（二）

い
う
。
）

作
環
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
機
関
（
当
該
機
関
に
所
属
す
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
が

（二）
分
析
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
別
表
第
十
一
の
三
の
三
に
掲
げ
る
検
定
職
種
の
う
ち
、
化
学
分
析
に
係
る
一
級

（三）
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
（
当
該
者
が
所
属
す
る
事
業
場
で
採
取
さ
れ
た
試
料
の
分
析
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
測
定
（
労
働
者
の
身
体
に
装

着
す
る
試
料
採
取
機
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
「
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
測
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
一
に

準
じ
た
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。



三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正

一

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
及
び
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
測
定
に
関
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
て
講
習
を
行
う

登
録
個
人
ば
く
露
測
定
講
習
機
関
に
関
し
て
、
登
録
の
方
法
、
登
録
基
準
、
実
施
義
務
、
業
務
規
程
、
適
合
命
令
及
び
改

善
命
令
、
登
録
の
取
消
し
等
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
の
１
か
ら
８
ま
で
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

１

第
二
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
以
下



「
新
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
七
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
１
に
よ
り
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令
第

一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
八
及
び
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
十
九
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
登
録
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
は
、
施
行
日
以
後
は
、
新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十

四
の
十
九
の
登
録
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

２
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
一
第
二
項
、
第

三
項
及
び
第
五
項
、
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
二
か
ら
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
四
ま
で
並
び
に
第
一
条
の

二
の
四
十
四
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
個
人
ば
く
露
測
定
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
届
け
出
る
こ

と
そ
の
他
の
個
人
ば
く
露
測
定
講
習
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
行
為
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
等
は
、
施
行
日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
登
録
省

令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
一
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
二
か
ら
第
一
条



の
二
の
四
十
四
の
二
十
四
ま
で
並
び
に
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
と
み
な
す
こ

と
と
す
る
こ
と
。

４

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
六
か
ら
第
一
条
の

二
の
四
十
四
の
二
十
八
ま
で
及
び
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
三
十
か
ら
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
三
十
二
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
２
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
登
録
の
要
件
に
適
合
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
行
為
（
以
下
「
命
令
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
等
は
、
施
行
日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
六

か
ら
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
八
ま
で
及
び
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
三
十
か
ら
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
三
十

二
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
等
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

５

個
人
ば
く
露
測
定
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令

第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等
に
係
る
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

６

２
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
一
第
一
項
の
規



定
の
例
に
よ
り
、
個
人
ば
く
露
測
定
講
習
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

７

２
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
６
に
よ
り
個
人
ば
く
露
測
定
講
習
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、

新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
一
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
修
了
証
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
修
了
証
の
交
付
は
、
施
行
日
以
後
は
、
新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の

四
十
四
の
二
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
修
了
証
の
交
付
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

８

２
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
６
に
よ
り
個
人
ば
く
露
測
定
講
習
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、

新
登
録
省
令
第
一
条
の
二
の
四
十
四
の
二
十
九
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
帳
簿
の
保
存
及
び
引
渡
し
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

９

１
か
ら
８
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。




